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『江南市生活排水処理基本計画（案）』に関する 

パブリックコメントの結果について 

 

◆意見の募集期間    令和７年１２月１７日（水）から 

令和８年 １月１６日（金）まで 

 

◆意見を提出された方  １名 

 

◆意見の件数      ８件 

 

◆意見の概要、市の考え方をまとめたもの 

（※意見の概要につきましては、取りまとめ及び要約をしています。） 

 

 

【汚水処理人口普及率について】                   №１ 

意見の概要 

 １ページの「計画の背景（はじめに）」の中にある、汚水処

理人口普及率についての記載内容では、江南市の現況におけ

る立ち位置が漠然としていて具体性に乏しいため、参考とし

て令和６年度末における汚水処理人口普及率の比較（全国平

均及び愛知県平均、県内順位など）を記載することで実態を

把握し、認識を新たにすべきである。 

市の考え方 
ご指摘の内容を踏まえ、汚水処理人口普及率の全国平均と

愛知県平均を記載します。 

 

 

 

  №２ 

意見の概要 

本計画の目指す行政目標や課題は、生活排水処理率に集約

されるものであるため、No.1の意見が採用されないのであれ

ば、汚水処理人口普及率に関する記載を一切削除し、生活排

水処理率に関する表記で統一するべきである。 

市の考え方 No.1のとおり修正します。 

 

 

経済環境部環境課 
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【下水道供用開始区域の未接続原因について】             №３ 

意見の概要 

９ページの表３－６においては、令和６年度の水洗化・生

活雑排水未処理人口及び非水洗化人口の合計が 19,288 人と

なっており、これらの中には下水道区域内における未接続世

帯が含まれている状況を踏まえ、７ページの表３－３の参考

欄に下水道供用開始後４年以上経過した未接続世帯の未接続

原因及び件数を記載するとともに、未接続世帯への対処方針

を記載するべきと考える。 

市の考え方 

下水道への未接続世帯の未接続原因については、職員によ

る戸別訪問や市内のイベントにおける啓発活動でのアンケー

ト調査等の機会を通じて把握に努めていますが、未接続世帯

全件の状況を把握するには至っておりません。 

また、未接続世帯への対処方針については、本計画の主旨

が下水道及び合併処理浄化槽による適正な生活排水処理の推

進であるため、下水道への接続促進に係る具体的な取組に関

して、本計画への記載については考えておりません。 

 

 

 

【行政区域内人口及び計画処理区域内人口について】          №４ 

意見の概要 

本計画の行政区域内人口及び表４－３の公共下水道の整備

計画処理区域内人口について、令和７年３月に改定された江

南市下水道事業経営戦略における予測数値との整合性を図る

べきである。 

市の考え方 

本計画は、ごみ処理基本計画と同様に一般廃棄物処理基本

計画の位置付けの計画であるため、行政区域内人口について

は、令和６年度に策定した江南市ごみ処理基本計画の人口推

計を用いることとしています。 

また、処理区域内人口については、毎年度当初に推計の見

直しを行った人口を用いることとしています。 
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【単独処理浄化槽について】                     №５ 

意見の概要 

８ページの表３－４及び９ページの表３－６に記載のある

単独処理浄化槽に関する数値について、令和２年度から令和

６年度までの減少人口を減少基数で割ると、現実離れした平

均世帯構成人員数となるため、数値を把握し直し、正確にす

べきである。 

市の考え方 

表３－４及び表３－６に記載のある合併処理浄化槽及び単

独処理浄化槽の基数及び人口の考え方は、先に下水道区域内

人口と下水接続人口を算出し、その後に、合併処理浄化槽・

単独処理浄化槽・汲取便槽の基数及び人口を算出しています

が、年度ごとに人口を基数で割ると、緩やかな減少傾向の数

値となっており、ご指摘の数値は、基数の減少に対して人口

減少が加速している結果を示すものと考えます。 

 

 

 

【汲取便槽について】                        №６ 

意見の概要 

 本計画のどこにも汲取便槽の基数の記載がないが、人口数

だけでなく、世帯数や設置基数を可視化することで課題が一

層明らかになると考えるため、８ページの表３－４の欄外に、

参考として汲取便槽の基数と世帯数を掲載し、あわせて、各

浄化槽の欄にも世帯数を記載するべきである。 

市の考え方 

 市では、過去から汲取便槽の基数及び世帯数並びに各浄化

槽の世帯数を数値化していないため、記載することは困難で

す。 
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【水洗化率について】                        №７ 

意見の概要 

市の汚水処理人口普及率については、県の目標値である令

和８年度末時点における 95％以上を達成することが難しいと

されているが、汚水未処理人口の多くは下水道区域内の住民

であると考えられることから、下水道区域内の水洗化率の向

上のための根本的対策を検討し、水洗化率の目標値を令和 12

年度に 90％、令和 16年度に 95％に引き上げるべきと考える。 

市の考え方 

下水道への未接続世帯の内、合併処理浄化槽を使用してい

る世帯については、水洗化・生活排水処理人口に含まれてい

ること、また、本計画は、江南市下水道事業経営戦略を関連

計画として位置付けており、各目標値等の計画内容の整合性

を図る必要があることから、本計画における水洗化率の目標

値の引き上げについては考えておりません。 

 

 

 

【合併処理浄化槽への転換について】                 №８ 

意見の概要 

 浄化槽区域でも生活排水処理率 95％達成が必要であると考

えるため、合併処理浄化槽への転換補助金総額を見直すこと

などの方法により、95％を達成する裏付けの記載を盛り込ん

でほしい。 

市の考え方 

本計画における合併処理浄化槽の目標基数及び人口につい

ては、令和２年度から令和６年度までの増減率の推移をもと

に、今後の人口減少も踏まえて目標数値を算出しています。 

なお、合併処理浄化槽への転換補助については、市の財政

状況を踏まえた対応となるため、本計画にその内容を記載す

ることは困難です。 

 

 


